
東

京

都

北

区

北

と

ぴ

あ

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

十

月

八

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

二

十

九

号

東

京

都

北

区

北

と

ぴ

あ

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

北

と

ぴ

あ

条

例

（

平

成

元

年

九

月

東

京

都

北

区

条

例

第

二

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

表

第

一

の

一

の

部

九

〇

二

会

議

室

の

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

一

六

〇

一

会

議

室

七
、
一
六
〇
円

一
二
、
四
六
〇
円

一
六
、
〇
八
〇
円

三
五
、
七
〇
〇
円

一

六

〇

二

会

議

室

二
、
五
六
〇
円

四
、
六
〇
〇
円

五
、
九
〇
〇
円

一
三
、
〇
六
〇
円

別

表

第

一

の

二

の

部

九

〇

二

会

議

室

の

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

一

六

〇

一

会

議

室

一
〇
、
七
四
〇
円

一
八
、
六
八
〇
円

二
四
、
一
〇
〇
円

五
三
、
五
二
〇
円

一

六

〇

二

会

議

室

三
、
八
四
〇
円

六
、
九
〇
〇
円

八
、
八
六
〇
円

一
九
、
六
〇
〇
円

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

令

和

四

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。



- 2 -

（

準

備

行

為

）

２

施

設

等

の

使

用

申

請

そ

の

他

使

用

の

た

め

に

必

要

な

準

備

行

為

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。



東

京

都

北

区

立

学

校

設

置

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

十

月

八

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



- 1 -

東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

号

東

京

都

北

区

立

学

校

設

置

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

立

学

校

設

置

条

例

（

昭

和

三

十

九

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

表

の

一

東

京

都

北

区

立

荒

川

小

学

校

の

項

及

び

東

京

都

北

区

立

十

条

台

小

学

校

の

項

を

削

り

、

同

表

の

一

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

東

京

都

北

区

立

十

条

小

学

校

東

京

都

北

区

中

十

条

三

丁

目

一

番

六

号

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

令

和

四

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

東

京

都

北

区

立

十

条

台

小

学

校

温

水

プ

ー

ル

使

用

条

例

の

廃

止

）

２

東

京

都

北

区

立

十

条

台

小

学

校

温

水

プ

ー

ル

使

用

条

例

（

平

成

三

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

五

号

）

は

、

廃

止

す

る

。



東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

十

月

八

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

一

号

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

条

例

（

昭

和

四

十

四

年

九

月

東

京

都

北

区

条

例

第

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

表

第

一

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

東

京

都

北

区

立

パ

ノ

ラ

マ

プ

ー

ル

十

条

台

東

京

都

北

区

中

十

条

一

丁

目

五

番

六

号

別

表

第

二

の

一

の

項

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

パ

ノ

ラ

マ

プ

二

時

間

三

〇

、

〇

〇

〇

円

五

〇

〇

円

二

五

〇

円

一

〇

〇

円

ー

ル

十

条

台

回

数

券

回

数

券

回

数

券

五

枚

つ

づ

り

五

枚

つ

づ

り

六

枚

つ

づ

り

二

、

〇

〇

〇

円

一

、

〇

〇

〇

円

五

〇

〇

円

別

表

第

二

の

一

の

項

備

考

２

た

だ

し

書

中

「

超

過

一

時

間

（

一

時

間

に

満

た

な

い

端

数

は

こ

れ

を

一

時

間

と

す

る

。

）

に

つ

き

規

定

使

用

料

の

三

割

」

を

「

パ

ノ

ラ

マ

プ

ー

ル

十

条

台

を

除

く

施
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設

は

超

過

一

時

間

（

一

時

間

に

満

た

な

い

端

数

は

こ

れ

を

一

時

間

と

す

る

。

）

に

つ

き

規

定

使

用

料

の

三

割

（

そ

の

額

に

十

円

未

満

の

端

数

金

額

が

生

じ

る

と

き

は

、

当

該

金

額

を

切

り

捨

て

た

額

）

を

徴

収

し

、

パ

ノ

ラ

マ

プ

ー

ル

十

条

台

は

超

過

三

十

分

（

三

十

分

に

満

た

な

い

端

数

は

こ

れ

を

三

十

分

と

す

る

。

）

に

つ

き

規

定

使

用

料

の

二

割

五

分

（

そ

の

額

に

十

円

未

満

の

端

数

金

額

が

生

じ

る

と

き

は

、

当

該

金

額

を

切

り

捨

て

た

額

）

」

に

改

め

、

同

項

中

備

考

６

を

備

考

７

と

し

、

備

考

５

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

６

パ

ノ

ラ

マ

プ

ー

ル

十

条

台

に

お

い

て

は

、

プ

ー

ル

を

分

割

し

て

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

の

場

合

の

使

用

料

は

、

規

定

使

用

料

に

分

割

割

合

を

乗

じ

て

得

た

額

（

そ

の

額

に

十

円

未

満

の

端

数

金

額

が

生

じ

る

と

き

は

、

当

該

端

数

金

額

を

切

り

上

げ

た

額

）

と

す

る

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

令

和

四

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

、

現

に

東

京

都

北

区

立

学

校

設

置

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

令

和

三

年

十

月

東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

号

）

付

則

第

二

項

の

規

定

に

よ

る

廃

止

前

の

東

京

都

北

区

立

十

条

台

小

学

校

温

水

プ

ー

ル

使

用

条

例

（

平

成

三

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

五

号

）

（

以

下

「

廃

止

前

の

条

例

」

と

い

う

。

）

第

一

条

の

四

の

規

定

に

よ

り

指

定

さ

れ

た

指

定

管

理

者

は

、

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

立

体

育

施

設

条

例

（

以

下

「

改

正

後

の



- 3 -

条

例

」

と

い

う

。

）

第

二

条

の

四

の

規

定

に

よ

り

指

定

さ

れ

た

東

京

都

北

区

立

パ

ノ

ラ

マ

プ

ー

ル

十

条

台

の

指

定

管

理

者

と

み

な

す

。

３

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

前

に

、

廃

止

前

の

条

例

第

二

条

の

規

定

に

基

づ

き

、

同

日

以

後

の

東

京

都

北

区

立

十

条

台

小

学

校

温

水

プ

ー

ル

の

使

用

に

関

し

て

な

さ

れ

た

使

用

申

請

及

び

使

用

承

認

は

、

改

正

後

の

条

例

第

三

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

く

東

京

都

北

区

立

パ

ノ

ラ

マ

プ

ー

ル

十

条

台

の

使

用

申

請

及

び

使

用

承

認

と

み

な

す

。



東

京

都

北

区

立

学

校

の

学

校

医

、

学

校

歯

科

医

及

び

学

校

薬

剤

師

の

公

務

災

害

補

償

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

十

月

八

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



- 1 -

東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

二

号

東

京

都

北

区

立

学

校

の

学

校

医

、

学

校

歯

科

医

及

び

学

校

薬

剤

師

の

公

務

災

害

補

償

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

立

学

校

の

学

校

医

、

学

校

歯

科

医

及

び

学

校

薬

剤

師

の

公

務

災

害

補

償

に

関

す

る

条

例

（

平

成

十

四

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

十

二

条

第

二

項

第

一

号

中

「

十

六

万

六

千

九

百

五

十

円

」

を

「

十

七

万

千

六

百

五

十

円

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

七

万

二

千

九

百

九

十

円

」

を

「

七

万

三

千

九

十

円

」

に

改

め

、

同

項

第

三

号

中

「

八

万

三

千

四

百

八

十

円

」

を

「

八

万

五

千

七

百

八

十

円

」

に

改

め

る

。

付

則

（

施

行

期

日

等

）

１

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

し

、

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

立

学

校

の

学

校

医

、

学

校

歯

科

医

及

び

学

校

薬

剤

師

の

公

務

災

害

補

償

に

関

す

る

条

例

（

以

下

「

新

条

例

」

と

い

う

。

）

の

規

定

は

、

令

和

三

年

四

月

一

日

（

以

下

「

適

用

日

」

と

い

う

。

）

か

ら

適

用

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

新

条

例

第

十

二

条

第

二

項

第

一

号

か

ら

第

三

号

ま

で

の

規

定

は

、

適

用

日

以

後

に

支

給

す

べ

き

事

由

が

生

じ

た

介

護

補

償

に

つ

い

て

適

用

し

、

適

用

日

前

に

支

給

す

べ

き

事

由

が

生

じ

た

介

護

補

償

に

つ

い

て

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。
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３

適

用

日

か

ら

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

（

以

下

「

施

行

日

」

と

い

う

。

）

の

前

日

ま

で

の

間

に

お

い

て

、

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

前

の

東

京

都

北

区

立

学

校

の

学

校

医

、

学

校

歯

科

医

及

び

学

校

薬

剤

師

の

公

務

災

害

補

償

に

関

す

る

条

例

第

十

二

条

第

二

項

第

一

号

か

ら

第

三

号

ま

で

の

規

定

に

基

づ

く

介

護

補

償

（

適

用

日

か

ら

施

行

日

の

前

日

ま

で

の

間

に

支

給

す

べ

き

事

由

が

生

じ

た

も

の

に

限

る

。

）

と

し

て

支

払

わ

れ

た

金

額

は

、

新

条

例

の

規

定

に

基

づ

く

介

護

補

償

の

内

払

と

み

な

す

。



東

京

都

北

区

旅

館

業

法

施

行

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

十

月

八

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

三

号

東

京

都

北

区

旅

館

業

法

施

行

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

旅

館

業

法

施

行

条

例

（

平

成

二

十

四

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

五

条

第

四

号

中

「

配

ぜ

ん

室

」

を

「

配

膳

室

」

に

改

め

、

同

条

第

五

号

ア

中

「

及

び

ま

く

ら

」

を

「

及

び

枕

」

に

、

「

ま

く

ら

カ

バ

ー

」

を

「

枕

カ

バ

ー

」

に

改

め

、

同

号

イ

中

「

ま

く

ら

カ

バ

ー

」

を

「

枕

カ

バ

ー

」

に

改

め

、

同

号

ウ

中

「

ま

く

ら

」

を

「

枕

」

に

改

め

、

同

条

第

八

号

エ

中

「

温

泉

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

二

十

五

号

）

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

温

泉

を

貯

留

す

る

貯

湯

槽

（

以

下

単

に

「

貯

湯

槽

」

と

い

う

。

）

」

を

「

貯

湯

槽

」

に

改

め

、

同

号

エ

⑴

中

「

行

う

」

を

「

行

い

、

ぬ

め

り

等

の

汚

れ

を

除

去

す

る

」

に

改

め

、

同

号

オ

⑷

た

だ

し

書

中

「

塩

素

系

薬

剤

に

よ

る

消

毒

と

そ

の

他

の

方

法

に

よ

る

消

毒

と

を

併

用

す

る

等

」

を

「

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

消

毒

を

行

い

」

に

改

め

る

。

第

八

条

第

五

号

エ

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

⑺

気

泡

発

生

装

置

、

ジ

ェ

ッ

ト

噴

射

装

置

そ

の

他

の

微

小

な

水

粒

を

発

生

さ

せ

る

設

備

を

設

け

る

場

合

に

は

、

点

検

、

清

掃

及

び

排

水

を

行

え

る

構

造

で

あ

る

こ

と

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

令

和

四

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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（

経

過

措

置

）

２

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

、

現

に

旅

館

業

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

三

十

八

号

）

第

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

経

営

の

許

可

を

受

け

て

い

る

営

業

施

設

及

び

現

に

当

該

許

可

の

申

請

が

な

さ

れ

て

い

る

施

設

に

つ

い

て

は

、

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

旅

館

業

法

施

行

条

例

第

八

条

第

五

号

エ

⑺

の

規

定

は

適

用

し

な

い

。

た

だ

し

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

以

後

に

、

営

業

施

設

の

浴

室

を

増

築

し

、

若

し

く

は

改

築

し

、

又

は

大

規

模

な

修

繕

を

す

る

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。



東

京

都

北

区

公

衆

浴

場

法

施

行

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

十

月

八

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

四

号

東

京

都

北

区

公

衆

浴

場

法

施

行

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

）

の

一

東

京

都

北

区

公

衆

浴

場

法

施

行

条

例

平

成

二

十

四

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

五

号

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

四

条

第

一

項

第

八

号

の

二

中

「

温

泉

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

二

十

五

号

）

第

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

温

泉

を

貯

留

す

る

貯

湯

槽

（

以

下

単

に

「

貯

湯

槽

」

と

い

う

。

）

」

を

「

貯

湯

槽

」

に

改

め

、

同

号

ア

中

「

行

う

」

を

「

行

い

、

ぬ

め

り

等

の

汚

れ

を

除

去

す

る

」

に

改

め

、

同

項

第

八

号

の

三

エ

中

「

塩

素

系

薬

剤

に

よ

る

消

毒

と

そ

の

他

の

方

法

に

よ

る

消

毒

と

を

併

用

す

る

等

」

を

「

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

消

毒

を

行

い

」

に

改

め

、

同

項

第

八

号

の

四

中

「

前

二

号

」

を

「

前

三

号

」

に

改

め

、

同

号

を

同

項

第

八

号

の

五

と

し

、

同

項

第

八

号

の

三

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

八

の

四

調

節

槽

を

使

用

す

る

と

き

は

、

調

節

槽

内

部

の

汚

れ

等

の

状

況

に

つ

い

て

随

時

点

検

し

、

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

定

期

的

に

清

掃

及

び

消

毒

を

行

い

、

ぬ

め

り

等

の

汚

れ

を

除

去

す

る

こ

と

。

第

四

条

第

一

項

第

十

号

中

「

手

ぬ

ぐ

い

」

を

「

タ

オ

ル

」

に

改

め

、

同

号

た

だ

し

書

中

「

も

の

」

の

下

に

「

（

か

み

そ

り

を

除

く

。

）

」

を

加

え

、

同

項

第

十

一

号

中

「

十

歳

」

を

「

七

歳

」

に

改

め

、

同

項

第

三

十

一

号

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

キ

気

泡

発

生

装

置

、

ジ

ェ

ッ

ト

噴

射

装

置

そ

の

他

の

微

小

な

水

粒

を

発

生

さ

せ

る

設

備

を
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設

け

る

場

合

に

は

、

点

検

、

清

掃

及

び

排

水

を

行

え

る

構

造

で

あ

る

こ

と

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

令

和

四

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

経

過

措

置

）

２

こ

の

条

例

の

施

行

の

際

、

現

に

公

衆

浴

場

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

三

十

九

号

）

第

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

、

公

衆

浴

場

の

経

営

の

許

可

を

受

け

て

い

る

営

業

施

設

及

び

現

に

当

該

許

可

の

申

請

が

さ

れ

て

い

る

施

設

に

つ

い

て

は

、

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

東

京

都

北

区

公

衆

浴

場

法

施

行

条

例

第

四

条

第

一

項

第

三

十

一

号

キ

の

規

定

は

適

用

し

な

い

。

た

だ

し

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

以

後

に

、

営

業

施

設

を

増

築

し

、

若

し

く

は

改

築

し

、

又

は

大

規

模

な

修

繕

を

す

る

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。



東

京

都

北

区

家

庭

的

保

育

事

業

等

の

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

十

月

八

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

五

号

東

京

都

北

区

家

庭

的

保

育

事

業

等

の

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

家

庭

的

保

育

事

業

等

の

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

平

成

二

（

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

十

六

年

九

月

東

京

都

北

区

条

例

第

二

十

三

号

目

次

中

「

第

四

十

九

条

」

の

下

に

「

・

第

五

十

条

」

を

加

え

る

。

第

四

十

九

条

を

第

五

十

条

と

し

、

第

六

章

中

同

条

の

前

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

（

電

磁

的

記

録

）

第

四

十

九

条

家

庭

的

保

育

事

業

者

等

及

び

そ

の

職

員

は

、

記

録

、

作

成

そ

の

他

こ

れ

ら

に

類

す

る

も

の

の

う

ち

、

こ

の

条

例

の

規

定

に

お

い

て

書

面

等

（

書

面

、

書

類

、

文

書

、

謄

本

、

抄

本

、

正

本

、

副

本

、

複

本

そ

の

他

文

字

、

図

形

等

人

の

知

覚

に

よ

っ

て

認

識

す

る

こ

と

が

で

き

る

情

報

が

記

載

さ

れ

た

紙

そ

の

他

の

有

体

物

を

い

う

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

で

行

う

こ

と

が

規

定

さ

れ

て

い

る

又

は

想

定

さ

れ

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

書

面

等

に

代

え

て

、

当

該

書

面

等

に

係

る

電

磁

的

記

録

（

電

子

的

方

式

、

磁

気

的

方

式

そ

の

他

人

の

知

覚

に

よ

っ

て

は

認

識

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

方

式

で

作

ら

れ

る

記

録

で

あ

っ

て

、

電

子

計

算

機

に

よ

る

情

報

処

理

の

用

に

供

さ

れ

る

も

の

を

い

う

。

）

に

よ

り

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

付

則

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。



東

京

都

北

区

特

定

教

育

・

保

育

施

設

及

び

特

定

地

域

型

保

育

事

業

の

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

十

月

八

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太



- -1

東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

六

号

東

京

都

北

区

特

定

教

育

・

保

育

施

設

及

び

特

定

地

域

型

保

育

事

業

の

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

特

定

教

育

・

保

育

施

設

及

び

特

定

地

域

型

保

育

事

業

の

運

営

に

関

す

る

基

準

を

定

（

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

め

る

条

例

平

成

二

十

六

年

九

月

東

京

都

北

区

条

例

第

二

十

四

号

す

る

。

目

次

中

「

第

五

十

三

条

」

の

下

に

「

・

第

五

十

四

条

」

を

加

え

る

。

第

五

条

第

二

項

か

ら

第

五

項

ま

で

を

削

る

。

第

三

十

八

条

第

二

項

を

削

る

。

第

五

十

三

条

を

第

五

十

四

条

と

し

、

第

四

章

中

同

条

の

前

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

（

電

磁

的

記

録

）

第

五

十

三

条

特

定

教

育

・

保

育

施

設

等

は

、

記

録

、

作

成

、

保

存

そ

の

他

こ

れ

ら

に

類

す

る

も

の

の

う

ち

、

こ

の

条

例

の

規

定

に

お

い

て

書

面

等

（

書

面

、

書

類

、

文

書

、

謄

本

、

抄

本

、

正

本

、

副

本

、

複

本

そ

の

他

文

字

、

図

形

等

人

の

知

覚

に

よ

っ

て

認

識

す

る

こ

と

が

で

き

る

情

報

が

記

載

さ

れ

た

紙

そ

の

他

の

有

体

物

を

い

う

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

よ

り

行

う

こ

と

が

規

定

さ

れ

て

い

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

当

該

書

面

等

に

代

え

て

、

当

該

書

面

等

に

係

る

電

磁

的

記

録

（

電

子

的

方

式

、

磁

気

的

方

式

そ

の

他

人

の

知

覚

に

よ

っ

て

は

認

識

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

方

式

で

作

ら

れ

る

記

録

で

あ

っ

て

、

電

子

計

算

機

に

よ

る

情

報

処

理

の

用

に

供

さ

れ
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る

も

の

を

い

う

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

よ

り

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

２

特

定

教

育

・

保

育

施

設

等

は

、

こ

の

条

例

の

規

定

に

よ

る

書

面

等

の

交

付

又

は

提

出

に

つ

い

て

は

、

当

該

書

面

等

が

電

磁

的

記

録

に

よ

り

作

成

さ

れ

て

い

る

場

合

に

は

、

当

該

書

面

等

の

交

付

又

は

提

出

に

代

え

て

、

次

項

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

利

用

申

込

者

の

承

諾

を

得

て

、

当

該

書

面

等

に

記

載

す

べ

き

事

項

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

記

載

事

項

」

と

い

う

。

）

を

電

子

情

報

処

理

組

織

（

特

定

教

育

・

保

育

施

設

等

の

使

用

に

係

る

電

子

計

算

機

と

、

利

用

申

込

者

の

使

用

に

係

る

電

子

計

算

機

と

を

電

気

通

信

回

線

で

接

続

し

た

電

子

情

報

処

理

組

織

を

い

う

。

）

を

使

用

す

る

方

法

そ

の

他

の

情

報

通

信

の

技

術

を

利

用

す

る

方

法

で

あ

っ

て

規

則

で

定

め

る

も

の

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

電

磁

的

方

法

」

と

い

う

。

）

に

よ

り

提

供

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

当

該

特

定

教

育

・

保

育

施

設

等

は

、

当

該

書

面

等

を

交

付

又

は

提

出

し

た

も

の

と

み

な

す

。

３

特

定

教

育

・

保

育

施

設

等

は

、

前

項

の

規

定

に

よ

り

記

載

事

項

を

提

供

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

あ

ら

か

じ

め

、

当

該

記

載

事

項

を

提

供

す

る

利

用

申

込

者

に

対

し

、

そ

の

用

い

る

規

則

で

定

め

る

電

磁

的

方

法

の

種

類

及

び

内

容

を

示

し

、

文

書

又

は

電

磁

的

方

法

に

よ

る

承

諾

を

得

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

４

前

項

の

規

定

に

よ

る

承

諾

を

得

た

特

定

教

育

・

保

育

施

設

等

は

、

当

該

利

用

申

込

者

か

ら

文

書

又

は

電

磁

的

方

法

に

よ

り

、

電

磁

的

方

法

に

よ

る

提

供

を

受

け

な

い

旨

の

申

出

が

あ

っ

た

と

き

は

、

当

該

利

用

申

込

者

に

対

し

、

第

二

項

に

規

定

す

る

記

載

事

項

の

提

供

を

電

磁

的

方

法

に
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よ

っ

て

し

て

は

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

当

該

利

用

申

込

者

が

再

び

前

項

の

規

定

に

よ

る

承

諾

を

し

た

場

合

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

５

前

三

項

の

規

定

は

、

こ

の

条

例

の

規

定

に

よ

る

書

面

等

に

よ

る

同

意

の

取

得

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

第

二

項

中

「

書

面

等

の

交

付

又

は

提

出

」

と

あ

り

、

及

び

「

書

面

等

に

記

載

す

べ

き

事

項

（

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

「

記

載

事

項

」

と

い

う

。

）

」

と

あ

る

の

は

「

書

面

等

に

よ

る

同

意

」

と

、

「

次

項

」

と

あ

る

の

は

「

第

五

項

に

お

い

て

準

用

す

る

次

項

」

と

、

「

提

供

す

る

」

と

あ

る

の

は

「

得

る

」

と

、

「

書

面

等

を

交

付

又

は

提

出

し

た

」

と

あ

る

の

は

「

書

面

等

に

よ

る

同

意

を

得

た

」

と

、

第

三

項

中

「

記

載

事

項

を

提

供

し

よ

う

」

と

あ

る

の

は

「

同

意

を

得

よ

う

」

と

、

「

記

載

事

項

を

提

供

す

る

」

と

あ

る

の

は

「

同

意

を

得

よ

う

と

す

る

」

と

、

前

項

中

「

提

供

を

受

け

な

い

」

と

あ

る

の

は

「

同

意

を

行

わ

な

い

」

と

、

「

第

二

項

に

規

定

す

る

記

載

事

項

の

提

供

」

と

あ

る

の

は

「

こ

の

条

例

の

規

定

に

よ

る

書

面

等

に

よ

る

同

意

の

取

得

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

付

則

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。



東

京

都

北

区

学

童

ク

ラ

ブ

の

運

営

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

三

年

十

月

八

日

東

京

都

北

区

長

花

川

與

惣

太
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東

京

都

北

区

条

例

第

三

十

七

号

東

京

都

北

区

学

童

ク

ラ

ブ

の

運

営

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

学

童

ク

ラ

ブ

の

運

営

に

関

す

る

条

例

月

東

京

都

北

区

条

例

第

二

（

平

成

十

二

年

三

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

十

号

）

別

表

東

京

都

北

区

荒

川

ふ

じ

ク

ラ

ブ

の

項

及

び

東

京

都

北

区

十

条

台

小

ク

ラ

ブ

の

項

を

削

り

、

同

表

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

東

京

都

北

区

十

条

小

ク

ラ

ブ

第

一

東

京

都

北

区

中

十

条

三

丁

目

一

番

六

号

東

京

都

北

区

十

条

小

ク

ラ

ブ

第

二

東

京

都

北

区

中

十

条

三

丁

目

一

番

六

号

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

令

和

四

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

準

備

行

為

）

２

利

用

申

請

そ

の

他

学

童

ク

ラ

ブ

の

利

用

の

た

め

に

必

要

な

準

備

行

為

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。


